
 
 

 

提案地方公共団体 

提出資料 
 

通番 ヒアリング事項 提出団体 ページ 

41 
大規模災害時において都道府県と区域内市区町村が一体と
なって被災地方公共団体への支援を行うことを可能とする見
直し 

九州地方知事会 １～10 

42 
災害援護資金の貸付利率を条例で引き下げることを可能とす
るよう見直し 

岩泉町 11～17 

43 罹災証明制度の見直し 由布市 18～27 

47 
国土交通大臣の承認を受けたドローン等無人航空機の飛行
に係る制度の見直し 

忍野村等 28～35 

４③ 
子ども・子育て支援新制度に関する見直し 
（３号認定から２号認定への変更認定の事典を、満年齢到達辞典ではな

く、年度当初の４月１日など、一定の基準日に改める） 
和歌山県 36～39 

11① 
学校給食費の徴収に関する見直し 
（児童手当における学校給食費の徴収権限の強化） 

伊丹市 40～55 

２ 放課後児童健全育成事業に係る「従うべき基準」等の見直し 

全国知事会・市長会・
町村会、本巣市、 

中津川市、半田市、 
豊川市、長洲町 

56～113 

４② 
子ども・子育て支援新制度に関する見直し 
（年度当初時点で満２歳であり、年度途中で満３歳に達して支給認定され

るこどもについて、年度当初から支給認定できるようにする） 
高岡市 114～119 

４① 
子ども・子育て支援新制度に関する見直し 
（特定教育・保育施設の定員減少時の市町村の関与強化及び定員設定

や定員変更を行う場合の都道府県知事への協議の義務付けの緩和） 

大阪府 
箕面市 

120～127 

10 認定こども園等における保育料に対する徴収権限の強化 大阪市 128～133 

48 
原体を製造・輸入する毒物劇物製造・輸入業登録等の事務の
国から都道府県への移譲 

栃木県 
九州地方知事会 

134～149 

９ 児童扶養手当に関係する事務の見直し 奥州市 150～158 

 

参考資料１ 



 



重点番号41：大規模災害時において都道府県と区域内市区町村

が一体となって被災地方公共団体への支援を行うことを可能とす

るよう見直し（九州地方知事会）
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